
第１章 岐阜県の森林づくりの目指す姿 

- 3 - 

 

第１章 岐阜県の森林づくりの目指す姿 

 

１ 岐阜県における森林づくりの基本理念 

森林が本来の機能を発揮するようになるまでには50年～100年以上にわたる長い年月を必要としま

す。このため、森林づくりは常に将来の目標とする森林の姿を描きながら計画的に行うことが必要で

す。 

また、森林の持つ多面的機能は広く県民が享受していることから、森林所有者、森林組合、事業者、

NPO、ボランティア団体、県民などが適切な役割分担の下で、県民協働により継続性のある森林づくり

を行うことが必要です。 

そのため、岐阜県では平成18年に森林づくり基本条例を制定し、森林づくりの基本理念を「揺るぎ

ない長期的展望と県民協働による持続可能な森林づくり」とし、図1-1-1に示す3つの方針に基づき

「岐阜県森林づくり基本計画」を策定し、継続性のある施策の展開を目指しています。 

 

図1-1-1 岐阜県における森林づくりの基本理念 

基本理念  「揺るぎない長期的展望と県民協働による持続可能な森林づくり」 
（３つの方針） 

①県民の生命・財産と良好な環境を守る、健全で豊かな森林づくり 

②森林資源の循環利用を通じて活力ある地域社会を実現する、林業及び木材産業の振興 

③社会全体で森林づくりを支える、人づくり及び仕組みづくり 
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２ １００年先を見据えた森林づくり 

（１）１００年の森林づくり計画（森林配置計画） 

平成29年度からの第３期岐阜県森林づくり基本計画では、林業活動を重視した「生きた森林づくり」

と、環境を重視した「恵みの森林づくり」を継続するとともに、望ましい森林の姿への誘導と人工林

の齢級構成の平準化を図るため、「１００年先の森林づくり」の取り組みを開始しました。 

１００年先に向けて望ましい森林の姿へ配置の見直しを行う、「１００年の森林づくり計画（以下、

「森林配置計画」という）」について、本計画において計画策定に係る基本的な事項、市町村森林整

備計画において具体的な内容を定め、これを取りまとめたものを県の森林配置計画としています。 

（２）将来目標区分 

森林配置計画では、森林の現状、気候や地形といった自然条件や法規制等の諸条件を踏まえた上で、

経営、環境、観光、生活といった人の活動に寄り添う視点により、木材生産を目的とした「木材生産

林」、公益的機能を重視した「環境保全林」、景観を重視した「観光景観林」、身近な生活環境の保

全を目的とした「生活保全林」の４つの森林区分（以下、「将来目標区分」という）を設定します。 

林業を行う上で条件の整った森林は、持続的な林業経営を行う「木材生産林」として維持管理し、

主伐と更新を行います。それ以外の木材生産で経済的採算の見込めない森林や、保安林等の法規制に

より保全すべき森林は「環境保全林」とし、人工林では主に天然林化や針広混交林化を促進するとと

もに、天然林では、天然力を活用して公益的機能の維持を図ります。 

また、観光道路沿いの景観的価値が高い森林や、集落や生活道路に隣接する森林については、これ

らの区分に併せて「観光景観林」や「生活保全林」に指定し、地域の方針を踏まえながら、景観や地

域住民の生活環境に配慮した森林整備を促進します。 

将来目標区分ごとの定義とその対象とする森林は図1-2-2に示すとおりであり、これらの区分の設

定基準と整備方針について、本計画第４章「森林整備及び保全方針」において定めます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1-2-2 森林配置計画の将来目標区分ごとの定義と対象とする森林 


